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１ 趣旨 
  この要項は、令和７年度に実施する光市地域包括支援センター管理システム再構築業

務（以下「本業務」という。）を受託する優先交渉権者を特定するための公募型プロポー

ザルについて、必要な事項を定めたものである。 

 

２ 業務概要 

 (１) 業務名 

    光市地域包括支援センター管理システム再構築業務 

 (２) 業務の目的 

光市地域包括支援センター管理システム再構築業務は、地域包括支援センターが

実施する地域支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業、予防給付マネジメント

業務に係る連携・情報管理システムの再構築を目的とする。 

(３) 業務の内容 

  別紙「光市地域包括支援センター管理システム再構築業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり。 

 

３ 導入構築費用・期間 

(１) 契約方法 

ハードウェア、ソフトウェア及び諸経費を含む導入にかかる費用は単年度一括 

契約とする。 

(２) 委託料の上限額 

１３,０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※令和７年度に保守費用が発生する場合は本委託料に含めること 

（上記金額は、契約予定額を示すものではなく、本業務の事業規模を示すためのもの 

であることに留意すること） 

(３) 構築期間 

   契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

 

４ ソフトウェア保守契約・期間 

(１) ソフトウェア保守契約 

ア 令和８年度以降の運用保守については、システム受託業者とソフトウェア保守契

約を締結する予定としている。 

  イ 契約方法は単年度ごとの契約とする。 

  ウ 保守に係る費用については、別紙 2「見積書作成要領」の項目に即して、見積書を

作成することとする。 

 

５ 受託者選定方針 



  

 

 (１) 受託者の選定方法等 

  ア 方式 

    公募型プロポーザル方式 

  イ 選定審査 

    光市地域包括支援センター管理システム再構築業務公募型プロポーザル評価委員

会により行う。 

  ウ 選定審査方法 

    企画提案書の内容、当該企画提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリング

により、評価項目に基づき審査を行う。事業者に求める標準的な評価点数（以下「標

準点数」という。）を６０％とし、評価委員の合計点数が最上位かつ標準点数以上の

者を優先交渉権者として選定する。 

  エ 選定審査結果の通知及び公表 

    優先交渉権者の決定後、企画提案書の提出を行った全ての事業者に対して文書で

通知するとともに、優先交渉権者の名称をホームページ上で公表する。 

 

６ 主なスケジュール（予定） 

期日 事項 

7 月 7 日（月） プロポーザル公告 

7 月 7 日（月）～8 月１日（金） 参加表明書類受付期間 

7 月 22 日（火） 参加表明に関する質問書受付期限 

7 月 7 日（月）～８月４日（月） 資格審査の結果の通知 

7 月 22 日（火）～８月８日（金） 企画提案書類受付期間 

8 月５日（火） 企画提案に関する質問書受付期限 

8 月 29 日（金） 予定 プレゼンテーション等の実施 

9 月上旬 予定 審査結果の通知 

 

７ システム構築期限 

システム構築期限は、契約締結日の翌日から令和 8 年３月 31 日までとし、令和 8 年４ 

月 1 日から円滑にシステムが稼働できるように構築を行うこと。 

 

８ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

(１) 過去５年間（令和２年度から令和６年度）において、地方公共団体で同様のシステ

ム納入実績があり、現在も稼働中で運用、保守業務を継続している実績があること。 

(２) 仕様書等において示す実施体制を整備することができる者であること。 

(３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 



  

 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行わ

れた者でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は

民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者は、こ

の限りでない。 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）又は暴力団員と関係を有している者でないこと。 

(６) 公告の日から審査選定の日までの間のいずれの日においても、競争入札に係る指名

停止措置を受けている者でないこと。 

(７) 国税、県税及び市町村税を滞納していないこと。 

 

９ 質問及び回答 

(１) 質問がある場合は、質問書（様式第８号）により行うものとし、電子メールで添付

送付すること。（着信を電話確認すること。）口頭による質疑は受け付けない。メール

件名は、「光市地域包括支援センター管理システム再構築業務に関する質問」とする

こと。期限を過ぎた後の提出は受け付けない。宛先は質問書（様式第８号）に記載。 

提出期限 参加表明に関する質問 令和 7 年 7 月 22 日（火）午後５時まで。 

提出期限 企画提案に関する質問 令和 7 年８月５日（火）午後５時まで。 

(２) 質問に対する回答は、質問を受理した日から起算して原則２日（休日を除く。）以

内に、質問者に対して、電子メールにて行う。また、受理した質問のうち、重要と思

われる質問の回答については、その都度、本市ホームページにおいて公開する。ホー

ムページに掲載した回答事項については、本実施要項（仕様書（案）を含む。）と一

体のものとして効力を有するものとする。したがって、質問の有無に関わらず確認の

こと。 

 

１０ 参加表明書・企画提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

(１) 参加表明書 

ア 本プロポーザルに参加を希望する者は、参加表明書（様式第１号）に記入の上、持

参又は郵送で下記提出先へ添付送付すること。郵送の場合は受取日時及び配達証明

が確認できる方法によるものとし、提出期限内に到着したものに限り受け付けるも

のとする。また、郵便事故等については提出者がリスク管理を行うものとし、期限を

過ぎた後の提出は受け付けない。 

イ 提出期間 令和７年７月７日(月)から令和 7 年 8 月１日(金)午後５時(必着)まで。 

ウ 提出書類 

  提出部数１部 

   (ア) 参加表明書（様式第１号） 



  

 

   (イ) 参加資格要件等確認書（様式第２号） 

   (ウ) 会社概要調書（様式第３号） 

   (エ) 業務実績調書（様式第４号） 

   (オ) 税の未納・滞納がない証明書 

公告日前３箇月以内に発行されたもので、写し可とする。 

    ａ 本社が国に納める全ての税（納税証明書その３の３） 

    ｂ 本社所在地の都道府県に納める全ての税 

    ｃ 本社所在地の市町村に納める全ての税 

(２) 企画提案書等 

ア 提出方法 

書面にて、持参又は書留郵便で下記提出先へ提出すること。期限を過ぎた後の提出

は受け付けない。また、参加表明書未提出の場合は企画提案書等の提出は認めない。 

イ 提出期間 令和７年７月２２日(火)から令和 7 年 8 月８日(金)午後５時(必着)まで 

ウ 提出書類 

  提出部数 正本１部 副本６部 

(ア) 企画提案書（様式第５号ほか） 

   企画提案書は様式、縦横の向き、ページ数は自由とするがＡ４サイズとするこ

と。Ａ３の折り込みは可。正本には、表紙に企画提案書（様式第５号）を添付し、

別紙１「企画提案書作成要領」の項目に即して作成すること。 

(イ) 参考見積書（様式第６号及び第７号） 

   仕様書（案）及び企画提案書により提案する内容を実施する場合に要する費用

を別紙２「参考見積作成要領」の項目に即して作成し、光市地域包括支援センタ

ー管理システム再構築業務、光市地域包括支援センター管理システム再構築業

務（システム保守分）ごとに算定し、見積もること。なお、見積金額内訳書の様

式は自由とするが、正本には代表者印を押印すること。 

(ウ) システム機能要件仕様書 

      別紙 3「システム機能要件仕様書」について、各項目の可否を一覧にして示し、

提出すること。 

ａ 機能要件の重要度 A の機能については本稼働までに実装が必須とする。 

ｂ システムが本仕様や機能要件等を満たさない場合、その事項及び要求を満た

す旨の説明書を要求する場合がある。 

ｃ 提案時点において市が要求する必須機能及び性能を実現できない場合は、契 

約締結までに別紙 3「システム機能要件仕様書」の要件を満たすことを証明する

技術的資料、開発計画書及び履行誓約書を提出すること。 

 

（３）提出先 光市福祉保健部高齢者支援課地域包括支援係 

〒７４３―００１１ 山口県光市光井二丁目２番１号 



  

 

 

１１ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

(１) 実施予定日 

令和 7 年８月２９日（金） 

※実施場所や詳細な実施順については、別途通知する。 

(２) 実施時間（予定） 

プレゼンテーションに要する時間は 40 分（説明 30 分以内・ヒアリング 10 分）と

する。尚、相談業務とケアプランについては実機を用いて説明すること。企画提案書

と実機による実演の時間配分は提案者に一任するが両方合わせて 30 分以内とする。 

(３) 1 提案者当たりの参加人数は 3 名までとする。 

(４) 審査を実施するに当たり、使用する備品等は全て提案者側で用意すること。ただし、

スクリーン、プロジェクターは本市で準備する。尚、本市で準備したプロジェクター

と提案者が持参した機材等との接続に不具合が生じても本市は責任を負わない。 

(５) インターネット環境が必要な場合は提案者で用意すること。 

(６) 審査結果の通知 

評価委員会で審査を行い、プレゼンテーション及びヒアリングを行った全ての参

加事業者に結果を書面で通知するとともに、優先交渉権者の名称を公表する。なお、

評価点の公表については評価の合計点のみとし、各評価項目別の評価点は公表しな

い。また、審査結果に対する問い合わせには応じないものとする。 

 

１２ 契約の締結 

   審査結果に基づき優先交渉権者と業務内容について協議し、随意契約の交渉を行う。

なお、業務委託条件、仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがある。 

   優先交渉権者が辞退したとき、優先交渉権者が資格要件を欠くと判断されたとき、又

は随意契約の交渉が不調となったときは、次点者と業務内容について協議し、随意契約

の交渉を行う。 

   また、提出された参考見積書は、契約金額を保証するものではないため、契約段階に

おいて改めて見積書の提出を求めるが、その金額は審査段階で提出された参考見積書

の範囲内とする。 

 

１３ その他 

(１) プロポーザル参加の辞退 

参加表明書提出後、プロポーザルへの参加を辞退する場合は、署名及び押印された

辞退届（様式第９号）を持参又は郵送で提出すること。辞退しても、以後における不

利益な取り扱いはしない。 

(２) 提案の無効 

ア １提案者が、複数の提案を行ったとき。 



  

 

イ 見積書に記載された金額が、提案上限額を超えているとき。 

ウ 提案者が、参加資格要件を満たさないとき。 

エ 所定の日時及び場所に、提案に係る書類の提出をしないとき。 

オ 提案に関して虚偽又は不正行為等があったとき。 

カ 公正な競争の執行を妨げた者、又は著しく不正の利益を得るための話し合いを行

った者による提案があったとき。 

キ 見積書の日付、金額、住所、氏名、印影、若しくは重要な文字について誤字、脱字

があるとき。あるいは認識し難い見積又は金額訂正した見積をしたとき。 

(３) 企画提案書、審査等について 

ア 提出された書類は、審査目的以外には使用しない。ただし、光市情報公開条例（平

成 16 年 10 月 4 日条例第 11 号）に基づき公表する場合がある。 

イ 提出された書類は、審査目的の範囲で複製することができるものとする。 

ウ 提案等その他関係書類に係る作成及び提出に要する経費、デモンストレーション

及びプレゼンテーションに要する経費、その他本業務の提案に要する経費は提案事

業者の負担とする。 

エ 提出された書類に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 提案者は、実施要領等の内容や決定事項について、異議の申し立てを行うことはで

きない。 

カ 本市から提示した本プロポーザルに関する資料を、本プロポーザルの企画提案以

外の目的で使用すること、第三者へ開示・漏洩することを禁ずる。また、プロポーザ

ルにおいて知り得た本市の事業等の内容については、守秘義務を課す。 

キ 企画提案書に記載した本業務に携わる技術者等は原則として本業務完了まで従事

することとする。ただし本業務の目的を果たせないと本市が判断した場合は、技術者

等の変更を求めることがある。 

ク 企画提案書の提出期限以降の提出書類の差し替え、再提出及び追加の提出は認め 

ない。 

ケ 提案者が１者のみの場合でも審査を実施し、配点合計における６０％以上の得点

を獲得した場合に限り、受託候補者として選定する。 

 


